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(様式１)

（38）環境保全事業

番号 項 目 （ 事 務 事 業 名 等 ） 秋田市 河辺町 雄和町 区 分 経過措置 番号 項 目 （ 事 務 事 業 名 等 ） 秋田市 河辺町 雄和町 区 分 経過措置

１ 環境に関する計画 ○ ○ ○ Ｂ 21

２ 環境教育・学習の推進 ○ × × Ｂ 22

３ ＩＳＯ14001取得事業 ○ × × Ｂ 23

４ エコオフィス推進事業 ○ × × Ｂ 24

５ 子ども環境学習サポート事業 ○ × × Ｂ 25

６ 環境美化事業（クリーン作戦等） ○ ○ ○ Ｂ 26

７ 地域環境活動推進事業 ○ × × Ｂ 27

８ 新エネルギーの普及・促進 ○ × × Ｂ 28

９ 自然環境の保全 ○ ○ ○ Ｂ 29

10 公害に関する苦情処理 ○ ○ ○ Ｂ 30

11 公害防止協定等 ○ ○ ○ Ｂ 31

12 環境モニタリング調査 ○ ○ ○ Ｂ ※ 32

13 公害関係法令等に基づく届出 ○ × × Ｂ 33

14 ダイオキシン類対策 ○ × × Ｂ 34

15 発生源調査 ○ × × Ｂ 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

（注１）該当する項目（事務事業名等）を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）「区分」欄には、調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：統一、Ｃ：廃止）

（注３）「経過措置」欄には、調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に※印を表示。

(38)－１

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）　総　括　表

環境専門部会



(様式２)

（38）環境保全事業 環境専門部会

秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

１　環境に関する計画 秋田市環境基本条例で定めた理念を実
現するため、長期的な目標と施策の方
向などを示した秋田市環境基本計画
（平成13年３月）に基づき、各種施策
を総合的かつ計画的に実施する。

河辺町環境基本条例に定めた、町域の
良好な環境の保全と改善に関する基本
理念実現のため、町、町民、事業者の
責務を明らかにするとともに、基本的
な事項を定めることによって、現在お
よび将来の町民の安全、健康で文化的
な生活の確保ならびに福祉の増進に資
する。

雄和町環境保全条例に定めた、環境の
保全に関する施策の基本となる理念実
現のため、総合的かつ計画的に推進
し、現在および将来の町民の福祉増進
を図る。

１市２町を全域とす
る新たな計画が必要
である。

合併時に秋田市の制
度に統一する。ただ
し、河辺町、雄和町
のこれまでの経緯や
地域の実状へ配慮し
調整する。

２　環境教育・学習の推進 環境に関心を持ち、環境に対する人間
の責任と役割を理解するとともに、環
境保全活動に参加する態度や問題解決
に資する能力を育成するため、環境学
習の場や機会の拡大および人材の育
成、環境情報の提供等を行う
①子どもエコクラブへの支援
②市民環境活動推進員養成講座
　・エコふれんど養成講座
　・市民環境活動推進員講座
③環境都市推進事業
　・旭川エコ＆クリーンウォーク
　・秋田市かんきょう宝物フォトコン
　テスト

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

３　ＩＳＯ14001取得事業 市民の一人ひとりの環境意識を向上さ
せることにより、地球環境への負荷軽
減を図るため、市民が簡単に取り組め
て、実効性の高い行動マニュアル「秋
田市版市民ＩＳＯ」を構築する。
その一環として、秋田市環境部が、よ
り厳格なＩＳＯ14001の認証を取得
し、その成果を「秋田市版市民ＩＳ
Ｏ」に反映させる。

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

４　エコオフィス推進事業 市役所が率先して自らの事務・事業に
伴う環境負荷の低減を図るため、
「秋田市役所環境配慮行動計画（エコ
あきた行動計画）」（平成14年７月策
定）によりエコオフィスへの取り組み
を進める。
①「庁内エコオフィス推進計画」
　（平成11年度）
②グリーン購入調達方針
③「秋田市役所温室効果ガス排出抑
　制実行計画」
四半期毎に各課所室より報告を受け、
取りまとめた上で、達成状況を毎年度
把握・評価し、継続的な改善を行う。

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

５　子ども環境学習サポー
　ト事業

環境の学習をする小・中学生が興味を
持ち、わかりやすく学習できるよう、
社会科資料の作成・配付や学習会等へ
の講師の派遣など、学校だけでは対応
できない専門的な部分について協力を
行う。

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

６　環境美化事業（クリー
　ン作戦等）

一斉清掃日等を設け、市民の自主的な
清掃活動を喚起するとともに、自主的
な清掃活動時のごみの収集、運搬、処
理の支援により市内の環境美化を図
る。

【実施時期】
春期に一斉清掃日、秋期に清掃月間を
設定。
【支援内容】
・市環境部でごみの収集、運搬、処理
・土嚢袋の提供（道路維持課）
・ボランティア清掃：ごみ収集・運
搬・処理

ごみの不法投棄に関して、全町的に環
境保全を目指す目的で実施する。

【実施時期】
毎年１回４月第２日曜日を清掃の日と
決めて、全町民の参加を呼びかけ、道
路等のごみ拾いを実施している。
【支援内容】
・ボランティア清掃：ごみ袋提供、ご
み収集・運搬・処理

全町一斉清掃日等を設け、町民の自主
的な清掃活動を喚起するとともに、清
掃活動時のごみの運搬、処理の支援を
し、町内の環境美化を図る。

【実施時期】
８月の第１日曜日を一斉清掃日として
いる。
自治会長・町内事業所宛通知、広報ゆ
うわによる周知を行っている。
【支援内容】
・ごみ袋の提供
・ボランティア清掃：ごみ袋提供、ご
み収集・運搬・処理

１市２町で実施時期
や支援内容が異なっ
ている。

合併時に秋田市の制
度に統一する。ただ
し、実施時期等につ
いては、合併後の新
市において河辺町、
雄和町のこれまでの
経緯や地域の実状へ
配慮し調整する。
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

７　地域環境活動推進事業 市民、事業者が主体となって行う環境
美化（清掃活動）やごみ減量、リサイ
クルなど環境活動を行う地域の団体を
支援する。

・実施支援団体　　：７団体
・地区活動への支援：ごみ袋、軍手、
ほうき、鋸鎌等の物品支給

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

８　新エネルギーの普及・
　促進

二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量
を削減し、地球温暖化防止に努めるた
め、本市の地域特性を活かした新エネ
ルギーの普及・促進を図る。

①「秋田市地域新エネルギービジョ
ン」（平成13年度策定）をマスタープ
ランとして普及・促進
②「新エネルギー推進部会」により新
エネルギーの各種導入策を検討

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

９　自然環境の保全 「秋田市自然環境保全条例」に基づ
き、市民活動計画の推進や自然環境保
全地区指定などにより、自然環境の保
全・回復・創出に努める。
・自然環境調査
・環境審議会・地権者等の意見の聴取
・自然環境保全地区指定
・自然環境保全計画の策定
・自然環境保全市民活動計画の認定
・自然環境への配慮・指導

河辺町環境保全条例に基づき、住民が
健康で文化的な生活を営むため、生活
環境の保全に努める。

 町の景観と文化を守り、育て、創る
ため「美しい雄和の風景と文化を守
り、育てる条例」を定め、潤いと安ら
ぎのあるまちづくりを推進する。
町民の健康で文化的な生活に必要な環
境を保全するため、「環境保全条例」
を定め、環境の保全に関する施策を総
合的かつ計画的に推進する。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

10　公害に関する苦情処理 苦情の発生等に伴い、現状を調査し、
発生源（原因者）に対し、改善、中止
等を指導するとともに、その改善状況
を確認する。
【主な苦情内容】
　悪臭、水質汚濁、騒音、振動、粉じ
ん、ばい煙

苦情の発生等に伴い、現状を調査し、
発生源（原因者）に対し、改善、中止
等を指導するとともに、その改善状況
を確認する。
【主な苦情内容】
　不法投棄、悪臭、騒音

苦情の発生等に伴い、現状を調査し、
発生源（原因者）に対し、関係機関と
連携し改善、中止等を指導するととも
に、その改善状況を確認する。
【苦情内容】
  悪臭、ばい煙、その他(ごみの散乱)

市域の広域化に対応
した、迅速な苦情処
理を図る必要があ
る。

合併時に秋田市の制
度に統一する。苦情
処理については、新
市域へ対応した体制
を構築する。
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

11　公害防止協定等 市と事業者との間で、地域に即した公
害防止対策を行うため、法律や条例に
よる規制を補完し、事業者がとるべき
措置などについて取り決めた協定（公
害防止協定）を締結し、環境保全の推
進を図る。

　６事業者と公害防止協定を締結

町は環境保全（公害防止）のため、
様々な施策を講じるように努めるとと
もに、事業者が工場等を新設又は増設
しようとする場合には、環境保全（公
害の未然防止）に関する協定を締結す
る。

　11事業者と公害防止協定を締結

町と事業者との間で、地域に即した公
害防止対策を行うため、法律や条例に
よる規制を補完し、事業者がとるべき
措置などについて取り決めた協定を締
結し、環境保全の推進を図る。

　１事業者と公害防止協定を締結

２町で締結している
公害防止協定を新市
でどのように取り扱
うか。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

12　環境モニタリング調査 公害関係法令に基づく環境監視業務と
秋田市が独自に行う河川・海域・地下
水の良好な水質や生活環境を維持保全
するための調査
【内容】
・大気常時監視
・有害大気汚染物質調査
・騒音調査
・道路振動調査
・公共用水域調査(河川、海域、湖沼)
・地下水調査
・環境ホルモン調査

河辺町における河川等の水質状況を把
握するための調査
【内容】
・河川調査
・湖沼調査

雄和町における雄物川の支流河川等の
水質状況を把握するための調査
【内容】
・河川調査
・湖沼調査

平成17年度から秋田
市の制度に統一す
る。
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

13　公害関係法令等に基づ
　く届出

各法令に基づく届出の受理および指
導・調査
 平成14年度実績
〇大気関係
・大気汚染防止法に基づく届出
　ばい煙発生施設設置等届出件数
　　　　　　　　　　　　　　　81件
　特定粉じん等排出等作業の届出件数
　　　　　　　　　　　　　　　２件
　電気工作物ばい煙発生施設の通知
　　　　　　　　　　　　　　　７件
〇水質関係
・水質汚濁防止法に基づく特定施設の
設置等の届出件数　　　　　　　67件
〇騒音関係
・騒音規制法に基づく特定施設の届出
件数  　　　　　　　　　　　　２件
・騒音規制法に基づく建設作業の届出
件数　　　　　　　　　　　　　14件
〇振動関係
・振動規制法に基づく特定施設の届出
件数　　　　　　　　　　　　　１件
・振動規制法に基づく建設作業の届出
件数　　　　　　　　　　　　　６件
〇秋田県公害防止条例に係る委任事務
関係
・指定ばい煙発生施設設置等届出件数
　　　　　　　　　　　　　　　46件
・指定汚水排出施設設置等届出件数
　　　　　　　　　　　　　　　17件

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

14　ダイオキシン類対策 ダイオキシン類対策特別措置法第26条
に基づき、大気、水質および土壌のダ
イオキシン類による汚染の状況を常時
監視するとともに、同法の規制対象と
なる施設の届出の受理および当該施設
への立入調査を実施する。

①ダイオキシン類対策特別措置法の事
業者への周知
②広報による周知
　・野焼きの禁止
　・小型焼却炉の使用禁止
③環境中のダイオキシン類の測定
　・大気
　・河川（水質、底質）
　・地下水
　・海域（水質、底質）
　・土壌（一般環境、発生源周辺）
④規制対象施設への立入調査

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

15　発生源調査 各種立入調査（大気、水質、騒音、振
動、悪臭）を随時実施する。

【詳細】
平成14年度実績
〇各法律又は条例に基づく立入等
・大気汚染防止法に基づく立入検査
　　29工場・事業所　80施設
・水質汚濁防止法に基づく立入検査
　　73特定事業場　104検体
・秋田県公害防止条例に基づく立入検
査
　　指定ばい煙発生施設
　　　15工場・事業所　29施設
　　指定汚水排出施設
　　　24工場・事業所
・騒音に係る立入検査
　　８工場・事業場および６建設作業
・振動に係る立入検査
　　２工場・事業場および１建設作業

未実施 未実施 秋田市のみ実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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